
刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求める意見書

死罪は、国家による最詠；の人ネ勧要害の一つである。死罪被害者の人権求鷺斉は、人権国家を

杉勤労する我が国にとってはもちろんのこと、地域住民の人権を守る義務を有する地方自治体

にとっても重要な課題である。

　

しかし、死罪被害者を求勢斉するための再審手続に関する～封車（刑事訴言鮎去第四編「再審」）

上の規定は、僅か１９か条しかなく、再審手続をどのように行うかは、裁判所の広範な裁量

に委ねられていることから、再審請求手続の審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も

損なわれている。
また、過去の多くの死罪事件では、警察や検察庁とし、った捜査機関の手元にある証拠が再

審段階で明らかになり、晃罪被害者を求鷺斉するための大きな原動力となっているが、現状で

は捜査機関の手元にある証拠を開示させるイガ組みについて、現ぞ警去に明文化された規定がな

く、再審請求手続において証拠開示がなされる制度的保障はない。そのため、裁判官や検察

官の対応いかんで、証拠虜開示の範囲に大きな差が生じているのが徳実情であり、これを是正す

るためには、証拠鴎開示のル÷ルを定めた夕封車の制定が不可欠である。

　

さらに、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申立てを行う事例力僻目次いでお

り、死罪被害者の速やかな求妃斉が妨げられている。再審開始決定は、あくまでも裁判をやり

直すことを決定するにとどまり、有罪・無罪の判断は再審公判において行うため、検察官に

も有罪立証する機会が与えられている。 したがって再審開始決定がなされたのであれば、速

やかに再審公判に移行すべきであって、再審開始決定という、言わば中間的な判断に対して

検察官の不服申立てを認めるべきではない。

　

よって国においては、死罪被害者を早期に求妨斉するため、次の事項について、刑事訴訟法

の朝鮮賦定（再審法）を速やかに改正するよう求める。

１

　

轍鮪青求手続の審理の適正化に資する規定を整備すること。
２

　

轍詫青求手続において、全ての証拠を開示する規定を正備すること。

３

　

再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和６年６月２７日

静岡県熱海市議会議長

　

川口

　

健

内閣総理大臣

　

岸田

　

文雄

　

殿



刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求める意見書

死罪は、国家による最詠；の人権侵害の一つである。死罪被害者の人権求寵斉は、人権国家を

＊霧労する我が国にとってはもちろんのこと、地域住民の人権を守る義務を有する地方自治体

にとっても重要な課題である。

　

しかし、死罪被害者を束鄭斉するための再審手続に関する～新車（刑事訴訟法第四編「再審」）

上の規定は、僅か１９か条しかなく、再審手続をどのように行うかは、裁判所の広範な裁量

に委ねられていることから、再審請求手続の審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も

損なわれている。
また、過去の多くの死罪事件では、警察や検察庁とし、った捜査機関の手元にある証拠め唖

審段階で明らかになり、死罪被害者を求妃斉するための大きな原動力となっているが、現状で

は捜査機関の手元にある証拠を開示させる他組みについて、現キ予去に明文化された規定がな

く、再審請求手続において証拠開示がなされる制度的保障はない。そのため、裁判官や検察

官の対応いかんで、証拠鴎開示の範囲に大きな差が生じているのが実情であり、これを是正す

るためには、証拠鴎開示のル÷ルを定めた夕封車の制定が不可欠である。

　

さらに、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申立てを行う事例が相次いでお

り、死罪被害者の速やかな求鷲斉が妨げられている。再審開始決定は、あくまでも裁判をやり

直すことを決定するにとどまり、有罪・無罪の判断は再審公判において行うため、検察官に

も有罪立証する機会が与えられている。 したがって再審開始決定がなされたのであれば、速

やかに再審公判に移行すべきであって、再審開始決定という、言わば中間的な判断に対して

検察官の不服申立てを認めるべきではない。

　

よって国においては、死罪被害者を早期に求燐斉するため、次の事項について、刑事訴訟法

の再審規定（再審法）を速やかに改正するよう求める。

１

　

再審請求手続の審理の適正化に資する規定を整備すること。
２

　

再審請求手続において、全ての証拠を開示する規定を！鰯南すること。

３

　

再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意現書を提出する。

令和６年６月２７日

静岡県熱海市議会議長

　

川口

　

健

総務大臣

　

松本

　

岡１一明

　

殿



刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求める意見書

寛罪は、国家による最詠；の人権侵害の一つである。死罪被害者の人権救済は、人権国家を

＊勤労する我が国にとってはもちろんのこと、地域住民の人権を守る義務を有する地方高台体

にとっても重要な‐課題である。

　

しかし、死罪被害者を求魔斉するための再審手続に関するラ封幸（刑事訴訟法第四編「再審」）

上の規定は、僅か１９か条しかなく、再審手続をどのように行うかは、裁判所の広範な裁量

に委ねられていることから、再審請求手続の審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も

損なわれている。

　

また、過去の多くの死罪事件では、警察や検察庁といった捜査機関の手元にある証拠が再

審段階で明らかになり、案罪被害者を求鷲斉するための大きな原動力となっているが、現状で

は捜査機関の手元にある証拠を開示させるィ都組みについて、現キ葺去に明文化された規定がな

く、再審請求手続において証拠開示がなされる制度的保障はない。そのため、裁判官や検察

官の対応いかんで、証拠鴎開示の範囲に大きな差が生じているのが油実情であり、これを是正す

るためには、証拠開示のル÷ルを定めたま封車の制定が不可欠である。

　

さらに、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申立てを行う事例が相次いでお

り、死罪被害者の速やかな求妨斉が妨げられている。再審開始決定は、あくまでも裁判をやり

直すことを決定するにとどまり、有罪・無罪の判断は再審公判において行うため、検察官に

も有罪立証する機会が与えられている。したがって再審開始決定がなされたのであれば、速

やかに再審公判に移行すべきであって、再審開始決定という、言わば中間的な判断に対して

検察官の不服申立てを認めるべきではない。

　

よって国においては、死罪被害者を早期に求魔斉するため、次の事項について、刑事訴言鋳去

の朝鮮認定（再審法）を速やかに改正するよう求める。

１

　

轍酷青求手続の審理の適正化に資する規定を整備すること。
２

　

再審請求手続において、全ての証拠を開示する規定を１鰯南すること。

３

　

再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意現書を提出する。

令和６年６月２７日

静岡県熱海縞義会議長

　

川ロ

　

健

法務大臣

　

小泉 龍司

　

殿



刑事訴言郷去の再審規定（再審法）の改正を求める意見書

死罪は、国家による最詠；の人ネ樹要害の一つである。死罪被害者の人権求め斉は、人権国家を

＊獣労する我が国にとってはもちろんのこと、地域住民の人権を守る義務を有する地方自治体

にとっても重要な課題である。

　

しかし、粟罪被害者を素燐斉するための再審手続に関するラ封車（刑事訴訟法第四編「再審」）

上の規定は、僅か１９か条しかなく、再審手続をどのように行うかは、裁判所の広範な裁量

に委ねられていることから、再審請求手続の審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も

損なわれている。

　

また、過去の多くの死罪事件では、警察や検察庁といった捜査機関の手元にある証拠が再

審段階で明らかになり、死罪被害者を求鯵斉するための大きな原動力となっているが、現状で

は捜査機関の手元にある証拠を開示させるィ日組みについて、現ヰ警去に明文化された規定がな

く、再審請求手続において証拠開示がなされる制度的保障はない。そのため、裁半１」官や検察

官の対応いかんで、証拠鴎開示の範囲に大きな差が生じているのが拙実情であり、これを是正す

るためには、証拠鴎開示のル÷ルを定めた夕封幸の制定が不可欠である。

　

さらに、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申立てを行う事例力僻目次いでお

り、菟罪被害者の速やかな求妨斉が妨げられている。再審開始決定は、あくまでも裁判をやり

直すことを決定するにとどまり、有罪・無罪の判断は再審公判において行うため、検察官に

も有罪立証する機会が与えられている。したがって再審開始決定がなされたのであれば、速

やかに再審公判に移行すべきであって、再審開始決定という、言わば中間的な判断に対して

検察官の不服申立てを認めるべきではない。

　

よって国においては、死罪被害者を早期に求鷺斉するため、次の事項について、刑事訴訟法

の再審規定（再審法）を速やかに改正するよう求める。

１

　

再審請求手続の審理の適正化に資する規定を整備すること。
２

　

再審請求手続において、全ての証拠を開示する規定を！懲荷すること。
３

　

再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和６年６月２７日

静岡県熱海縞義会議長

　

川ロ

　

健

衆言都賠義長 額賀

　

福志浪Ｂ

　　

殿



刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求める意見書

死罪は、国家による最詠；の人ネ樹要害の一つである。死罪被害者の人権求勢斉は、人権国家を

ホ鰯労する我が国にとってはもちろんのこと、地域住民の人権を守る義務を有する地方自治体

にとっても重要な課題である。

　

しかし、死罪被害者を求燐斉するための再審手続に関する夕封車（刑事訴訟法第四編「再審」）

上の規定は、僅か１９か条しかなく、再審手続をどのように行うかは、裁半１ｉ所の広範な裁量

に委ねられていることから、再審請求手続の審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も

損なわれている。
また、過去の多くの寛罪事件では、警察や検察庁とし、つた捜査機関の手元にある証拠力晒

審段階で明らかになり、死罪被害者を莱魔斉するための大きな原動力となっているが、現状で

は捜査機関の手元にある証拠を開示させる仕組みについて、現キ刊去に明文化された規定がな

く、再審請求手続において証拠開示がなされる制度的保障はない。そのため、裁判官や検察

官の対応いかんで、証拠鴫掲示の範囲に大きな差が生じてし、るのが拙突ｒ青であり、これを是正す

るためには、証拠開示のノレ÷ルを定めた夕封車の制定が不可欠である。

　

さらに、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申立てを行う事例力僻目次いでお

り、寛罪被害者の速やかな求鷲斉が妨げられている。再審開始決定は、あくまでも裁判をやり

直すことを決定するにとどまり、有罪・無罪の判断は再審公判において行うため、検察官に

も有罪立証する機会が与えられている。したがって再審開始決定がなされたのであれば、速

やかに再審公判に移行すべきであって、再審開始決定という、言わば中間的な判断に対して

検察官の不服申立てを認めるべきではない。

　

よって国においては、死罪被害者を早期に求鷲斉するため、次の事項について、刑事訴言鋳去

の朝鮮激走（再審法）を速やかに改正するよう求める。
記

１

　

再審請求手続の審理の適正化に資する規定を整備すること。
２

　

再審請求手続において、全ての証拠を開示する規定を！警備すること。

３

　

再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意現書を提出する。

令和６年６月２７日

静岡県熱海市都会議一長

　

川ロ

　

健

参言都瑞義：長

　

尾辻 秀久

　

殿


